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 Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 
第１章〜第 14 章 （略） 

 
料⾦表 

通則 （略） 

 

第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
第１ 基本使⽤料 

１ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の適 ⽤ 

(1) Ｘｉの基本使⽤
料の適⽤ 

ア（略）  
イ Ｘｉ契約者は、アのいずれかの基本使⽤料の料⾦種別を選択していただきます。 
  ただし、次のいずれかに該当する場合は、その基本使⽤料の料⾦種別を選択することができません。 

(ア)〜(ウ)（略） 
(エ) そのＸｉが、Ｘｉシンプルプランを選択する場合であって、共有代表回線若しくは共有対象回線

（第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の 3 に規定するものをいいます。）でないとき⼜はウルトラデ
ータ L パック若しくはウルトラデータ LL パック（第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の 2 に規定するも
のをいいます。）選択していないとき 

ウ〜セ（略） 
ソ 当社は、Ｘｉシンプルプランに係るＸｉが、共有代表回線若しくは共有対象回線でないこと⼜はウルトラ

データ L パック若しくはウルトラデータ LL パックを選択していないことを当社が確認した場合は、そのＸｉに
係る契約者が、当社が別に定める端末設備の種類に応じて、カケホ－ダイライトプラン⼜はカケホーダイラ
イトプラン（ケータイ）を選択したものとみなして取り扱います。 

タ〜ト（略） 
(1)の２〜(4) （略） （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第１章〜第 14 章 （略） 

 
料⾦表 

通則 （略） 

 

第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
第１ 基本使⽤料 

１ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の適 ⽤ 

(1) Ｘｉの基本使⽤
料の適⽤ 

ア（略）  
イ Ｘｉ契約者は、アのいずれかの基本使⽤料の料⾦種別を選択していただきます。 
  ただし、次のいずれかに該当する場合は、その基本使⽤料の料⾦種別を選択することができませ

ん。 
(ア)〜(ウ)（略） 
(エ) そのＸｉが、Ｘｉシンプルプランを選択する場合であって、共有代表回線若しくは共有対象回

線（第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。）でないとき 
 
ウ〜セ（略） 
ソ 当社は、Ｘｉシンプルプランに係るＸｉが、共有代表回線⼜は共有対象回線でないことを当社

が確認した場合は、そのＸｉに係る契約者が、当社が別に定める端末設備の種類に応じて、カ
ケホ－ダイライトプラン⼜はカケホーダイライトプラン（ケータイ）を選択したものとみなして取り扱い
ます。 

タ〜ト（略） 
(1)の２〜(4) （略） （略） 

(4)の２ Ｕ25 応援割
の適⽤ 

ア Ｕ25 応援割（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、基本使⽤料の料⾦種別が総
合利⽤プラン（Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）を除きます。）の基本使⽤料について、
Ｘｉ契約者の選択により次表に規定する額の割引を⾏うことをいいます。 

区 分 基本使⽤料の割引額（⽉額） 

Ｘｉカケホーダイライトプラン ― 

Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） ― 

Ｘｉシンプルプラン ― 
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２ 料⾦額 （略） 

上記以外のもの 500円 

イ 本割引の選択に係る申出を⾏うことができる者は、総合利⽤プラン（Ｘｉカケホーダイプラン（Ｓ
ＩＭフリー）を除きます。）及び第３（通信料）の１の(8)の２に規定するデータ定額パック
（ビジネスシェアパックを除きます。以下この欄において同じとします。）を選択しているＸｉ契約
者であって、次のいずれかに該当する者に限ります。 
(ア) 満 26 歳に満たない者であって、⼀般契約⼜は定期契約を締結している者。 
(イ) 利⽤者（満 26 歳に満たない者に限ります。以下この欄において同じとします。）のために本

割引を選択することに同意を得ている者（利⽤者との関係が親⼦その他当社が別に定める基
準に適合する者に限ります。）であって、⼀般契約⼜は定期契約を締結している者。 

ウ イの規定により本割引を選択するときは、次のいずれかに該当する１の利⽤者を指定し、第 74
条の２（利⽤者登録）に規定する利⽤者登録を⾏っていただきます。 
(ア) イの(ア)の申出に係る利⽤者は、同号の規定によりその申出をする者。 
(イ) イの(イ)の申出に係る利⽤者は、その申出をする者との関係が親⼦その他当社が別に定め

る基準に適合する者。 
エ 当社は、イに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、その申出を承

諾します。 
(ア) その申出に係る利⽤者が、現に他のＸｉ⼜はＦＯＭＡにおいて、本割引に係る登録利⽤

者として指定されているとき。 
(イ) その申出に係る利⽤者が、タイプシンプルに係る基本使⽤料の減額適⽤（ＦＯＭＡサービ

ス契約約款に規定するものをいいます。）若しくはＸｉ応援学割 2012（この約款に規定す
るものをいいます。）、ＦＯＭＡ応援学割 2012（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するも
のをいいます。）に係る対象者、Ｘｉ応援学割 2013（この約款に規定するものをいいま
す。）、ＦＯＭＡ応援学割 2013（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいま
す。）、Ｘｉ応援学割 2014（この約款に規定するものをいいます。）、ＦＯＭＡ応援学割
2014（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）、キッズ割２（ＦＯＭＡサ
ービス契約約款に規定するものをいいます。）若しくはキッズ割３（ＦＯＭＡサービス契約約
款に規定するものをいいます。）若しくはキッズ割４（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定する
ものをいいます。）に係る利⽤者⼜はドコモへスイッチ学割（この約款に規定するものをいいま
す。）に係る登録利⽤者として指定されているとき。 

(ウ) その他当社の業務の遂⾏上⽀障があるとき。 
オ 本割引の適⽤の開始は、ウに規定する申出を当社が承諾した⽇を含む暦⽉からとします。 
カ 本割引を選択しているＸｉ契約者は、本割引の適⽤を受けるＸｉの変更をするときは、当社に

申し出ていただきます。この場合において、当社はエの規定に準じて取り扱います。 
キ 当社は本割引の適⽤を受けているＸｉについて、Ｘｉ契約者から本割引の適⽤を廃⽌する申

出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、本割引の適⽤を廃⽌します。 
(ア) Ｘｉ契約に係る名義変更⼜は登録利⽤者の変更があったとき。 
(イ) Ｘｉ契約の解除があったとき（当社が別に定めるときを除きます。）。 
(ウ) 電話番号保管があったとき。 
(エ) イ⼜はウの規定に該当しないことが判明したとき。 
(オ) エの規定に該当することが判明したとき。 

ク 本割引の適⽤を廃⽌する場合は、その廃⽌⽇を含む暦⽉の末⽇までの総合利⽤プランの基本
使⽤料を割引の対象とします。 

ケ (1)のオ⼜は(1)の２のオの規定により基本使⽤料を⽇割するときは、割引額を⽇割して適⽤し
ます。 

 
２ 料⾦額 （略） 
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第２ （略） 

 
第３ 通信料  

１ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の適 ⽤ 

(1)〜(8) （略） （略） 

(8)の２ データ通信モ
ードの定額通信料の
適⽤等 

ア （略） 
イ アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、データ定額パックを選択することができません。 

(ア)〜(ウ) （略） 
(エ) シングルパック（第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の 2 に規定するウルトラデータ L パック若しく

はウルトラデータ LL パックを除きます。）⼜はケータイパックを選択する場合であって、基本使⽤料の料
⾦種別がＸｉシンプルプランを選択しているとき。 

ウ〜キ （略） 
 
 
 
 
ク （略） 
ケ クの規定によるほか、データ定額パックを選択している契約者は、当社が別に定める⽅法により、そのデー

タ定額パックに係る各料⾦⽉の定額上限データ量を当社が定める⽅法により増加する申出を⾏うことが
できます。この場合において、当社はその申出があった⽇から、当該料⾦⽉における定額上限データ量に
ついて、増加の申出があったデータ量（以下この欄及び(8)の３においてにおいて「追加データ量」といいま
す。）を加算した後の定額上限データ量を適⽤します。 

コ ケに規定する申出を⾏う契約者が未成年であるときは、その契約者の親権者⼜は後⾒⼈の同意が必要
となる場合があります。 

サ 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＸｉの累計課⾦対象データ量が、その契約者が選択して
いるデータ定額パックに係る定額上限データ量（当該契約約款の規定により加算された１ＧＢの合計
のデータ量（以下この欄及び(8)の３において「付与データ量」といいます。）、指定追加データ量、追加
データ量⼜はタ若しくはチの規定により繰越データ量があるときは、その定額上限データ量にその付与デー
タ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量とします。）を超えた
ことを当社が確認した時刻から当該料⾦⽉の翌料⾦⽉の初⽇の当社が定める時刻までの間（ケに規定
する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、そのＸｉの契約者回線との間のデータ通
信モードによる通信を 128k 通信モードによる通信とする取扱い（以下この欄及び(8)の３において
「128k 通信」といいます。）を適⽤します。 

シ サの規定により 128k 通信の適⽤を受けているＸｉが⾏った通信に係る課⾦対象データについては、第
47 条（通信時間等の測定等）の規定にかかわらず、課⾦対象データ量の測定から除きます。 

ス 当社は、データ定額パックを選択している契約者からク⼜はケに規定する申出があった場合であって、当
該料⾦⽉における累計課⾦対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量（付与デー
タ量⼜はタ若しくはチの規定により繰越データ量があるときは、その定額上限データ量にその付与データ量
及び繰越データ量を加算した後のデータ量とします。）を超えるときは、その定額上限データ量を超える部
分の課⾦対象データ量（サの規定により 128k 通信の適⽤を受けている課⾦対象データ量を除きま
す。）について、次表に規定する額を適⽤します。 

表 （略） 

 
第２ （略） 

 
第３ 通信料  

１ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の適 ⽤ 

(1)〜(8) （略） （略） 

(8)の２ データ通信モ
ードの定額通信料
の適⽤等 

ア （略） 
イ アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、データ定額パックを選択することができません。 

(ア)〜(ウ) （略） 
(エ)  シングルパック⼜はケータイパックを選択する場合であって、基本使⽤料の料⾦種別がＸｉシンプ

ルプランを選択しているとき。 
 

ウ〜キ （略） 
ク 当社は、データ定額パックを選択している契約者に係るＸｉが、第１（基本使⽤料）の(4)の２に規

定するＵ25 応援割の適⽤を受けているときは、その適⽤を受ける料⾦⽉の初⽇（Ｕ25 応援割の選
択に係る申出の承諾を受けた⽇を含む料⾦⽉については、その承諾を受けた⽇）において、契約者が
選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量に、１ＧＢを加算します。 

ケ （略） 
コ ケの規定によるほか、データ定額パックを選択している契約者は、当社が別に定める⽅法により、そのデー

タ定額パックに係る各料⾦⽉の定額上限データ量を当社が定める⽅法により増加する申出を⾏うことが
できます。この場合において、当社はその申出があった⽇から、当該料⾦⽉における定額上限データ量に
ついて、増加の申出があったデータ量（以下この欄及び(8)の３においてにおいて「追加データ量」といい
ます。）を加算した後の定額上限データ量を適⽤します。 

サ コに規定する申出を⾏う契約者が未成年であるときは、その契約者の親権者⼜は後⾒⼈の同意が必
要となる場合があります。 

シ 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＸｉの累計課⾦対象データ量が、その契約者が選択して
いるデータ定額パックに係る定額上限データ量（ク、(8)の３のス若しくは当該契約約款の規定により加
算された１ＧＢの合計のデータ量（以下この欄及び(8)の３において「付与データ量」といいます。）、
指定追加データ量、追加データ量⼜はチ若しくはツの規定により繰越データ量があるときは、その定額上
限データ量にその付与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデ
ータ量とします。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料⾦⽉の翌料⾦⽉の初⽇の当社が定め
る時刻までの間（コに規定する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、そのＸｉの
契約者回線との間のデータ通信モードによる通信を 128k 通信モードによる通信とする取扱い（以下こ
の欄及び(8)の３において「128k 通信」といいます。）を適⽤します。 

ス シの規定により 128k 通信の適⽤を受けているＸｉが⾏った通信に係る課⾦対象データについては、第
47 条（通信時間等の測定等）の規定にかかわらず、課⾦対象データ量の測定から除きます。 

セ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からケ⼜はコに規定する申出があった場合であって、当
該料⾦⽉における累計課⾦対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量（付与デー
タ量⼜はチ若しくはツの規定により繰越データ量があるときは、その定額上限データ量にその付与データ量
及び繰越データ量を加算した後のデータ量とします。）を超えるときは、その定額上限データ量を超える
部分の課⾦対象データ量（シの規定により 128k 通信の適⽤を受けている課⾦対象データ量を除きま
す。）について、次表に規定する額を適⽤します。 

表 （略） 
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セ ア⼜はトに規定する定額通信料については⽇割しません。 
ただし、Ｘｉを利⽤することができない期間があった場合の取扱いについては、Ｘｉの基本使⽤料の

取扱いに準ずるものとします。 
ソ セの規定にかかわらず、料⾦⽉の初⽇以外にＸｉ契約の締結（当社が提供する電気通信サービスに

係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があったと
きは、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、その選択
があった⽇から当該料⾦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 

   ただし、当該料⾦⽉の末⽇までにそのデータ定額パックの廃⽌若しくは区分の変更⼜は(8)の３に規定
する共有代表回線の変更があったときはこの限りでありません。 

タ 当社は、データ定額パック（データＳパック（⼩容量）及びケータイパックを除きます。）の適⽤を受けて
いるＸｉに係る当該料⾦⽉における累計課⾦対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限デ
ータ量に満たないときは、その定額上限データ量からその累計課⾦対象データ量を差し引いたデータ量
（１ＧＢに満たない部分を除きます。）を繰越データ量としてサ及びスの規定を適⽤します。 

ただし、その翌料⾦⽉においてデータ定額パックに係る区分の変更があったとき⼜は当該料⾦⽉若しく
は翌料⾦⽉において(8)の３に規定するデータ定額共有の選択若しくは廃⽌があったときは、この限りで
ありません。 

チ 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＸｉに係る当該料⾦⽉における累計課⾦対象データ量
が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量に付与データ量及び繰越データ量を加算した後のデー
タ量を超える場合であって、その定額上限データ量に付与データ量、指定追加データ量（セに規定する
定額通信料の適⽤を受ける部分に限ります。）、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ
量（以下この欄において「加算後データ量」といいます。）に満たないときは、加算後データ量からその累
計課⾦対象データ量を差し引いたデータ量を繰越データ量としてサ及びスの規定を適⽤します。 

ツ〜テ （略） 
ト 契約者は、テに規定する申出を⾏った場合は、次表に定める定額通信料の⽀払いを要します。 
表 （略） 
ナ （略） 
ニ ア及びナの規定にかかわらず、ケータイパックの適⽤を受けているＸｉ契約者回線に、当社が定める端末

設備以外が接続されていることを当社が確認したときは、当社がその確認をした⽇を含む暦⽉のデータ通
信モードに係る通信（ケータイパックの適⽤を受けている期間に限ります。）に関する料⾦については、
4,200 円をその⽉間累計額とみなして取扱います。 

(8)の３ データ定額パ
ックに係るデータ定額
共有 

ア〜カ （略） 
キ カの規定により選択したシングルパック等の定額通信料、(8)の２のアの(イ)に係るデータ通信料、(8)の

２のナ及び(8)の２のニに規定する⽉間累計額については、共有代表回線との間のデータ定額共有を
選択している期間において、その⽀払いを要しません。 

ク〜ス （略） 
 
 
 
 
セ 当社は、共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線に係る累計課⾦対象データ量の合

計が、共有代表回線が選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量（付与データ量、指定追
加データ量、追加データ量⼜は(8)の２の規定により繰越データ量があるときは、その定額上限データ量
にその付与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量としま
す。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料⾦⽉の翌料⾦⽉の初⽇の当社が定める時刻まで
の間（(8)の２のケに規定する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、その共有回
線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線について、128k 通信を適⽤します。 

ソ 共有代表回線の契約者は、ノに規定する分割請求が適⽤されている場合を除き、共有代表回線⼜は
共有対象回線ごとにその契約者回線が１の料⾦⽉において利⽤できる課⾦対象データ量を１０ＧＢを

ソ ア⼜はナに規定する定額通信料については⽇割しません。 
   ただし、Ｘｉを利⽤することができない期間があった場合の取扱いについては、Ｘｉの基本使⽤料の取

扱いに準ずるものとします。 
タ ソの規定にかかわらず、料⾦⽉の初⽇以外にＸｉ契約の締結（当社が提供する電気通信サービスに

係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があった
ときは、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、その選
択があった⽇から当該料⾦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 

   ただし、当該料⾦⽉の末⽇までにそのデータ定額パックの廃⽌若しくは区分の変更⼜は(8)の３に規
定する共有代表回線の変更があったときはこの限りでありません。 

チ 当社は、データ定額パック（データＳパック（⼩容量）及びケータイパックを除きます。）の適⽤を受け
ているＸｉに係る当該料⾦⽉における累計課⾦対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上
限データ量に満たないときは、その定額上限データ量からその累計課⾦対象データ量を差し引いたデータ
量（１ＧＢに満たない部分を除きます。）を繰越データ量としてシ及びセの規定を適⽤します。 

ただし、その翌料⾦⽉においてデータ定額パックに係る区分の変更があったとき⼜は当該料⾦⽉若しく
は翌料⾦⽉において(8)の３に規定するデータ定額共有の選択若しくは廃⽌があったときは、この限りで
ありません。 

ツ 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＸｉに係る当該料⾦⽉における累計課⾦対象データ量
が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量に付与データ量及び繰越データ量を加算した後のデー
タ量を超える場合であって、その定額上限データ量に付与データ量、指定追加データ量（セに規定する
定額通信料の適⽤を受ける部分に限ります。）、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ
量（以下この欄において「加算後データ量」といいます。）に満たないときは、加算後データ量からその累
計課⾦対象データ量を差し引いたデータ量を繰越データ量としてシ及びセの規定を適⽤します。 

テ〜ト （略） 
ナ 契約者は、トに規定する申出を⾏った場合は、次表に定める定額通信料の⽀払いを要します。 
表 （略） 
ニ （略） 
ヌ ア及びニの規定にかかわらず、ケータイパックの適⽤を受けているＸｉ契約者回線に、当社が定める端末

設備以外が接続されていることを当社が確認したときは、当社がその確認をした⽇を含む暦⽉のデータ通
信モードに係る通信（ケータイパックの適⽤を受けている期間に限ります。）に関する料⾦については、
4,200 円をその⽉間累計額とみなして取扱います。 

(8)の３ データ定額パ
ックに係るデータ定額
共有 

ア〜カ （略） 
キ カの規定により選択したシングルパック等の定額通信料、(8)の２のアの(イ)に係るデータ通信料、(8)

の２のニ及び(8)の２のヌに規定する⽉間累計額については、共有代表回線との間のデータ定額共
有を選択している期間において、その⽀払いを要しません。 

ク〜ス （略） 
セ 当社は、第１（基本使⽤料）の(4)の２に規定するＵ25 応援割の適⽤を受けているＸｉが、オに

規定する共有対象回線であるときは、その適⽤を受ける料⾦⽉の初⽇（Ｕ25 応援割の選択に係る
申出の承諾を受けた⽇を含む料⾦⽉については、その承諾を受けた⽇）において、共有代表回線に
係る契約者が選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量に、１ＧＢを加算します。 

ソ 当社は、共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線に係る累計課⾦対象データ量の
合計が、共有代表回線が選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量（付与データ量、指
定追加データ量、追加データ量⼜は(8)の２の規定により繰越データ量があるときは、その定額上限デ
ータ量にその付与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ
量とします。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料⾦⽉の翌料⾦⽉の初⽇の当社が定める
時刻までの間（(8)の２のコに規定する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、そ
の共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線について、128k 通信を適⽤します。 

タ 共有代表回線の契約者は、ハに規定する分割請求が適⽤されている場合を除き、共有代表回線⼜
は共有対象回線ごとにその契約者回線が１の料⾦⽉において利⽤できる課⾦対象データ量を１０
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上限として１ＧＢごとに設定する申出（以下「データ量上限設定オプション」といいます。）を⾏うことがで
きます。 

タ （略） 
チ データ定額共有における(8)の２のク⼜は(8)の２のケに規定する申出は、共有代表回線に係る契約

者に限り⾏うことができます。 
   ただし、(8)の２のケに規定する申出は、共有代表回線に係る契約者があらかじめ同意している場合に

限り、共有対象回線（ＦＯＭＡユビキタス⼜はＸｉユビキタスに係るものを除きます。）に係る契約者
から⾏うことができます。この場合において、その申出を⾏う契約者が未成年であるときは、その契約者の
親権者⼜は後⾒⼈の同意が必要となる場合があります。 

ツ 当社は、データ定額パックを選択している契約者から(8)の２のク⼜は(8)の２のケに規定する申出があっ
た場合であって、当該料⾦⽉における共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線に係る
累計課⾦対象データ量の合計が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量を超えるときは、その定
額上限データ量を超える部分の課⾦対象データ量（セの規定により 128k 通信の適⽤を受けている課
⾦対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額を適⽤します。 

表 （略） 
テ 当社は、共有回線群に属するＸｉに係る契約者からデータ定額共有を廃⽌する申出があった場合のほ

か、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃⽌します。この場合において、その廃⽌のあっ
たＸｉが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回線を指定していいただき
ます。 
(ア)〜(イ) （略） 
(ウ) ニの(ウ)、ヌの(ウ)⼜はネの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 
(エ) （略） 

ト テの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属する共
有対象回線とのデータ定額共有を廃⽌します。この場合において、共有代表回線に係る契約者は、その
データ定額共有の廃⽌に係る紛議が⽣じたときは、当事者間において問題を解決していただきます。 

 
ナ テの規定により廃⽌のあったＸｉ⼜はＸｉユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃⽌があった⽇

を含む料⾦⽉までデータ定額共有の対象とし、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から(8)の
２のウ⼜は本欄のカ若しくはキの規定により選択したシングルパック等を適⽤します。 

   ただし、その廃⽌があった⽇からその廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の末⽇までの間にデータ定額パックに
係る区分の変更⼜はデータ定額パックの廃⽌があったときは、この限りでありません。 

ニ アからナの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ヌ アからナの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ネ アからナの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(イ) （略） 

ノ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回線及びその契約者が指定する共
有対象回線（Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡユビキタス及び限定利⽤プランに係るものを除きます。）の数
に応じて、(8)の２のア、ス及びト並びに本欄のサ（指定された共有対象回線に係るものに限ります。）
及びシの規定により適⽤する定額通信料（(8)の４に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の
⽉極割引の適⽤⼜は(9)に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の割引の適⽤を受けているとき
は、その割引を適⽤した後の額）並びにツの規定により適⽤するＸｉデータ通信料の合算額に係る債
務を、当社が定める⽅法により均等に分割して、共有代表回線及び指定された共有対象回線に請求
（以下この欄において「分割請求」といいます。）します。 

ハ ノに規定するほか、分割請求の適⽤は次の(ア)から(キ)に定めるところによります。 
(ア)〜(オ) （略） 
(カ) ソに規定する「データ量上限設定オプション」が適⽤されているときは請求できません。 

ＧＢを上限として１ＧＢごとに設定する申出（以下「データ量上限設定オプション」といいます。）を
⾏うことができます。 

チ （略） 
ツ データ定額共有における(8)の２のケ⼜は(8)の２のコに規定する申出は、共有代表回線に係る契約

者に限り⾏うことができます。 
   ただし、(8)の２のコに規定する申出は、共有代表回線に係る契約者があらかじめ同意している場

合に限り、共有対象回線（ＦＯＭＡユビキタス⼜はＸｉユビキタスに係るものを除きます。）に係る
契約者から⾏うことができます。この場合において、その申出を⾏う契約者が未成年であるときは、その
契約者の親権者⼜は後⾒⼈の同意が必要となる場合があります。 

テ 当社は、データ定額パックを選択している契約者から(8)の２のケ⼜は(8)の２のコに規定する申出が
あった場合であって、当該料⾦⽉における共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線
に係る累計課⾦対象データ量の合計が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量を超えるとき
は、その定額上限データ量を超える部分の課⾦対象データ量（ソの規定により 128k 通信の適⽤を
受けている課⾦対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額を適⽤します。 

表 （略） 
ト 当社は、共有回線群に属するＸｉに係る契約者からデータ定額共有を廃⽌する申出があった場合の

ほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃⽌します。この場合において、その廃⽌
のあったＸｉが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回線を指定してい
いただきます。 
(ア)〜(イ) （略） 
(ウ) ヌの(ウ)、ネの(ウ)⼜はノの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 
(エ) （略） 

ナ トの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属する
共有対象回線とのデータ定額共有を廃⽌します。この場合において、共有代表回線に係る契約者
は、そのデータ定額共有の廃⽌に係る紛議が⽣じたときは、当事者間において問題を解決していただき
ます。 

ニ トの規定により廃⽌のあったＸｉ⼜はＸｉユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃⽌があった
⽇を含む料⾦⽉までデータ定額共有の対象とし、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から
(8)の２のウ⼜は本欄のカ若しくはキの規定により選択したシングルパック等を適⽤します。 
 ただし、その廃⽌があった⽇からその廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の末⽇までの間にデータ定額パック
に係る区分の変更⼜はデータ定額パックの廃⽌があったときは、この限りでありません。 

ヌ アからトの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ネ アからニの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ノ アからニの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(イ) （略） 

ハ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回線及びその契約者が指定す
る共有対象回線（Ｘｉユビキタス・ＦＯＭＡユビキタス及び限定利⽤プランに係るものを除きま
す。）の数に応じて、(8)の２のア、セ及びナ並びに本欄のサ（指定された共有対象回線に係るもの
に限ります。）及びシの規定により適⽤する定額通信料（(8)の４に規定するデータ定額パックに係る
定額通信料の⽉極割引の適⽤⼜は(9)に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の割引の適
⽤を受けているときは、その割引を適⽤した後の額）並びにテの規定により適⽤するＸｉデータ通信
料の合算額に係る債務を、当社が定める⽅法により均等に分割して、共有代表回線及び指定された
共有対象回線に請求（以下この欄において「分割請求」といいます。）します。 

ヒ ハに規定するほか、分割請求の適⽤は次の(ア)から(キ)に定めるところによります。 
(ア)〜(オ) （略） 
(カ) タに規定する「データ量上限設定オプション」が適⽤されているときは請求できません。 
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(キ) （略） 

(8)の４ データ定額パ
ックに係る定額通信
料の⽉極割引（ずっ
とドコモ割）の適⽤ 

ア〜エ （略） 
オ (8)の２のネ及び(8)の２のノの規定にかかわらず、当社は、データ定額パック（ケータイパックに係るもの

に限ります。）の適⽤を受けているＸｉ（経過期間が 180 か⽉を超えている場合に限ります。）の契約
者回線から⾏ったデータ通信モードに係る通信に関する料⾦については、その⽉間累計額が 3,900 円を
超える場合は、3,900 円をその⽉間累計額とみなして取り扱います。 
 ただし、契約者が第 20 条の２（定期契約者が⾏うフリーコースの選択）の規定により料⾦⽉の末⽇
にフリーコースを選択している場合は、この限りでありません。 

(9)の２ 定額通信料
等に係る⽉極割引 

（docomo with）の
適⽤ 

ア 当社は、Ｘｉ契約者若しくは当社が定める関係者がＸｉサービス取扱所において当社が別に定める端
末設備を購⼊した場合であって、その購⼊と同時に次の(ア)及び(イ)の条件（以下この欄において「割
引条件」といいます。）を満たすとき⼜はその購⼊と同時に端末設備を購⼊した⽇を含む料⾦⽉の翌料
⾦⽉に割引条件を満たす申込があったときは、そのＸｉについて、割引条件を満たした⽇を含む料⾦⽉
から次表に定める額を上限とした割引（以下この欄において「本割引」といいます。）を適⽤します。 

 
表 （略） 

(ア)〜(イ) （略） 
イ 当社は、そのＸｉに係る１の料⾦⽉における次の(ア)から(ウ)に規定する料⾦の合計額（以下この欄

において「定額通信料等」といいます。）について、アに規定する割引額を適⽤します。 
(ア) （略） 
(イ) 料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の２のセ及び料⾦表第１表第３（通信

料）の１（適⽤）の(8)の３のツに規定するＸｉデータ通信料。 
(ウ) （略） 

ウ 本割引の適⽤を受けているＸｉについて、１の料⾦⽉における定額通信料等が割引額に満たない場
合は、その差額（以下この欄において「割引残額」といいます。）を当該料⾦⽉内におけるそのＸｉに係
る基本使⽤料（そのＸｉが適⽤を受ける基本使⽤料の割引を控除した額をいいます。）に適⽤しま
す。 

   ただし、割引残額が基本使⽤料の額を上回る場合は、その基本使⽤料の額を上限として、割引残額
を適⽤します。 

エ （略） 
オ 料⾦⽉の初⽇以外の⽇から本割引を適⽤する場合は、当該料⾦⽉の割引額について、端末設備を購

⼊した⽇を含む料⾦⽉に本割引が適⽤される場合、当該料⾦⽉の割引額については、通則第３項
（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その端末設備の購⼊の⽇から割引条件を満たし
ている⽇数に応じて割引額を⽇割して適⽤します。 

   ただし、そのＸｉが、当社が別に定める割引の適⽤を受けている場合は、アに規定する端末設備を購
⼊した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から本割引を適⽤します。 

カ 当社は、本割引の適⽤を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当する場合には、本割引を廃⽌し
ます。 
(ア)〜(エ) （略） 

キ 本割引の適⽤を廃⽌する場合は、その廃⽌⽇を含む料⾦⽉の前料⾦⽉までの期間について、本割引
を適⽤します。 

ク 本割引の適⽤を受けているＸｉについて、契約者から電話番号保管に係る請求があったときは、当社が
定める⽅法により本割引を取り扱うものとします。 

（注） （略） 
(10)〜(24) （略） （略） 

２ 料⾦額 （略） 

(キ) （略） 

(8)の４ データ定額パ
ックに係る定額通信
料の⽉極割引（ずっ
とドコモ割）の適⽤ 

ア〜エ （略） 
オ (8)の２のノ及び(8)の２のハの規定にかかわらず、当社は、データ定額パック（ケータイパックに係るも

のに限ります。）の適⽤を受けているＸｉ（経過期間が 180 か⽉を超えている場合に限ります。）の
契約者回線から⾏ったデータ通信モードに係る通信に関する料⾦については、その⽉間累計額が
3,900 円を超える場合は、3,900 円をその⽉間累計額とみなして取り扱います。 

   ただし、契約者が第 20 条の２（定期契約者が⾏うフリーコースの選択）の規定により料⾦⽉の末
⽇にフリーコースを選択している場合は、この限りでありません。 

(9)の２ 定額通信料
等に係る⽉極割引 

（docomo with）の
適⽤ 

ア 当社は、Ｘｉ契約者若しくは当社が定める関係者がＸｉサービス取扱所において当社が別に 定め
る端末設備を購⼊した場合であって、その購⼊と同時に次の(ア)及び(イ)の条件（以下この欄におい
て「割引条件」といいます。）を満たすとき⼜はその購⼊と同時に端末設備を購⼊した⽇を含む料⾦
⽉の翌料⾦⽉に割引条件を満たす申込があったときは、そのＸｉについて、割引条件を満たした⽇を
含む料⾦⽉から次表に定める額を上限とした割引（以下この欄において「本割引」といいます。）を適
⽤します。 

表 （略） 
(ア)〜(イ) （略） 

イ 当社は、その Xi に係る１の料⾦⽉における次の(ア)から(ウ)に規定する料⾦の合計額（以下この欄
において「定額通信料等」といいます。）について、アに規定する割引額を適⽤します。 
(ア) （略）  
(イ) 料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の２のソ及び料⾦表第１表第３（通信

料）の１（適⽤）の(8)の３のテに規定するＸｉデータ通信料。 
(ウ) （略）  

ウ 本割引の適⽤を受けているＸｉについて、１の料⾦⽉における定額通信料等が割引額に満たない
場合は、その差額（以下この欄において「割引残額」といいます。）を当該料⾦⽉内におけるその Xi
に係る基本使⽤料（そのＸｉが適⽤を受ける基本使⽤料の割引を控除した額をいいます。）に適
⽤します。 

   ただし、割引残額が基本使⽤料の額を上回る場合は、その基本使⽤料の額を上限として、割引残
額を適⽤します。 

エ （略） 
オ 料⾦⽉の初⽇以外の⽇から本割引を適⽤する場合は、当該料⾦⽉の割引額について、端末設備を

購⼊した⽇を含む料⾦⽉に本割引が適⽤される場合、当該料⾦⽉の割引額については、通則第３
項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その端末設備の購⼊の⽇から割引条件を
満たしている⽇数に応じて割引額を⽇割して適⽤します。 

   ただし、その Xi が、当社が別に定める割引の適⽤を受けている場合は、アに規定する端末設備を購
⼊した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から本割引を適⽤します。 

カ 当社は、本割引の適⽤を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当する場合には、本割 引を廃
⽌します。 
(ア)〜(エ) （略） 

キ 本割引の適⽤を廃⽌する場合は、その廃⽌⽇を含む料⾦⽉の前料⾦⽉までの期間について、 本
割引を適⽤します。 

ク 本割引の適⽤を受けているＸｉについて、契約者から電話番号保管に係る請求があったとき は、当
社が定める⽅法により本割引を取り扱うものとします。 

（注） （略） 
(10)〜(24) （略） （略） 

２ 料⾦額 （略） 



7 
 

 
第４〜第５ （略） 
 
第６ ユニバーサルサービス料 

１ （略） 
２ 料⾦額 

１契約ごとに 
区   分 料 ⾦ 額 （⽉額） 
ユニバーサルサービス料 税抜額２円(税込額２.16 円) 

    
（注） （略） 
 

第７ （略） 
 

第２表〜第６表 （略） 
 
別表１〜別表７ （略） 

 
別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通
話モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電
気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 
第４〜第５ （略） 

 
第６ ユニバーサルサービス料 

１ （略） 
２ 料⾦額 

１契約ごとに  
区   分 料 ⾦ 額 （⽉額） 
ユニバーサルサービス料 税抜額３円(税込額３.24 円) 

   
（注） （略） 
 

第７ （略） 
 

第２表〜第６表 （略） 
 

別表１〜別表７ （略） 
 

別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 
１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分
(通話モード⼜は64kb/sデジタル通信モードにより国際アウトローミング
に係る電気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグル
ープ 

通話モード 64kb/s デジタ
ル通信モード データ通信モード ショートメッセー

ジ通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地

⽅ （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 
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フィリピン共和国 
 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Digitel Mobile Philippines, 
Inc. 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア

地
⽅ （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

マケドニア旧ユー
ゴスラビア共和国 

one.Vip DOOEL Skopje 
（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地

⽅ （略） （略） （略） （略） （略） 略） 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 30 年２⽉ 28 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 
提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 

２ （略） 

 
別表９ （略） 

 

フィリピン共和国 
 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Digital Telecommunications 
Philippines,Inc. 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア

地
⽅ （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

マケドニア旧ユーゴ
スラビア共和国 

one.Vip DOO Skopje 
（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地

⽅ （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 30 年１⽉ 31 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 
提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 

２ （略） 

 
別表９ （略） 
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附 則（平成 29 年 12 ⽉ 19 ⽇経企第 2149 号） 

（実施期⽇） 
１ この改正規定は平成 29 年 12 ⽉ 27 ⽇から実施します。 
  ただし、この改正規定中、ユニバーサルサービス料に係る部分及び国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者に関する部分は平

成 30 年１⽉１⽇から実施します。 
（料⾦の⽀払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に、⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＸｉサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおりとしま
す。 
（Ｕ25 応援割に関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているＵ25 応援割（基本使⽤料の料⾦種別が総合利⽤プラン（Ｘｉカ
ケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）を除きます。）の基本使⽤料について、Ｘｉ契約者の選択により次の(1)に規定する額を割引する取扱
いをいいます。以下この附則において同じとします。）の料⾦その他の提供条件は、次のとおりとします。 
(1) Ｕ25 応援割（以下、この附則第３項において「本割引」といいます。）に関する割引額については、次表のとおりとします。 

区 分 基本使⽤料の割引額（⽉額） 

Ｘｉカケホーダイライトプラン ― 

Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ） ― 

Ｘｉシンプルプラン ― 

上記以外のもの 500円 

(2) 当社は、データ定額パックを選択している契約者に係るＸｉ⼜は共有対象回線であるＸｉが、本割引の適⽤を受けているときは、そ
の適⽤を受ける料⾦⽉の初⽇（本割引の選択に係る申出の承諾を受けた⽇を含む料⾦⽉については、その承諾を受けた⽇）におい
て、契約者⼜は共有代表回線に係る契約者が選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量に、１ＧＢを加算します。 

(3) 当社は本割引の適⽤を受けているＸｉについて、Ｘｉ契約者から本割引の適⽤を廃⽌する申出があった場合のほか、次のいずれか
に該当する場合には、本割引の適⽤を廃⽌します。 
(ア) 総合利⽤プラン（Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）を除きます。）及び第３（通信料）の１の(8)の２に規定するデータ

定額パック（ビジネスシェアパックを除きます。以下この附則において同じとします。）以外を選択したとき。 
(イ) Ｘｉ契約に係る名義変更⼜は第 74 条の２（利⽤者登録）に規定する登録利⽤者の変更（当社が別に定めるときを除きま

す。）があったとき。 
(ウ) Ｘｉ契約の解除があったとき（当社が別に定めるときを除きます。）。 
(エ) 電話番号保管があったとき。 
(オ) 契約者⼜は登録利⽤者が満 25 歳を超えたとき。 
(カ) その他従前の提供条件を満たさないことを当社が確認したとき。 

(4) 本割引の適⽤を廃⽌する場合は、その廃⽌⽇を含む暦⽉の末⽇までの総合利⽤プランの基本使⽤料を割引の対象とします。 
(5) 料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のオ⼜は(1)の２のオの規定により基本使⽤料を⽇割するときは、割引額

を⽇割して適⽤します。 
(6) (1)から(5)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 
（ドコモの学割 2018 の適⽤） 
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４ この改正規定実施の⽇から平成 30 年５⽉ 31 ⽇までの間において、Ｘｉ契約の締結（当社が別に定める電気通信サービスに係る契
約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）があった場合、⼜は既にＸｉ契約を締結している場合であって、総合利⽤プラン
（料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するものをいい、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホ
ーダイプラン（ＳＩＭフリー）、Ｘｉカケホーダイライトプラン及びＸｉシンプルプラン（当社が別に定める端末設備を利⽤していると当社が
認めるものに限ります。）に限ります。以下この附則において同じとします。）を新たに選択するときは、ドコモの学割 2018（第８項第３
号⼜は第４号の規定により、データ定額パック（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の２に規定するものをいいます。以
下この附則において同じとします。）の適⽤が開始される⽇（以下この項において「適⽤開始⽇」といいます。）から、適⽤開始⽇を含む
暦⽉の翌暦⽉から起算して 12 暦⽉の間の総合利⽤プランの基本使⽤料等（基本使⽤料、定額通信料等（料⾦表第１表第３（通
信料）の１（適⽤）の(9)の 2 のイに規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）及び sp モード機能（別表２に規
定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）に係る付加機能使⽤料をいいます。以下この附則において同じとします。）
について 1,500 円を減額する取り扱いをいいます。以下この附則において同じとします。）の申出があったものとみなして取扱い、ドコモの学
割 2018 を適⽤します。 

   ただし、適⽤開始⽇が暦⽉の初⽇以外のときは、適⽤開始となる暦⽉の割引額について、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第
４項の規定に準じて、その適⽤開始となる⽇から当該暦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 

５ ドコモの学割 2018 の適⽤を受けているＸｉについて、１の暦⽉におけるＸｉに係る基本使⽤料（そのＸｉが適⽤を受ける基本使⽤
料の割引を控除した額をいいます。）が割引額に満たない場合は、その差額（以下この附則において「割引残額」といいます。）を当該暦
⽉内におけるその定額通信料等、spモード機能に係る付加機能使⽤料の順に適⽤します。ただし、割引残額が定額通信料等及びspモ
ード機能に係る付加機能使⽤料の額を上回る場合は、その額を上限として、割引残額を適⽤します。 

６ ドコモの学割 2018 の適⽤に係る申出を⾏うことができる者は、次のいずれかに該当する者に限ります。 
(1) 満 26 歳に満たない者であって、⼀般契約（その契約に係るＸｉが、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(2)に

規定する⾝体障がい者等割引の適⽤を受けているものに限ります。以下この附則において同じとします。）⼜は定期契約を新たに締結
する者。 

(2) 利⽤者（満26歳に満たない者に限ります。以下この欄において同じとします。）のためにドコモの学割2018を選択することに同意を
得ている者（利⽤者との関係が当社が別に定める基準に適合する者に限ります。）であって、⼀般契約⼜は定期契約を締結している
者。 

(3) docomo with（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(9)の 2 に規定するものをいいます。以下この附則において同じと
します。）の適⽤を受けていない者。 

７ 前項の規定によりドコモの学割2018の適⽤に係る申出を⾏うときは、次のいずれかに該当する１の利⽤者を指定し、第74条の２（利
⽤者登録）に規定する利⽤者登録を⾏っていただきます。 
(1) 前項の(1)の申出に係る利⽤者は、同号の規定によりその申出を⾏う者。 
(2) 前項の(2)の申出に係る利⽤者は、その申出を⾏う者との関係が親⼦その他当社が別に定める基準に適合する者。 

８ 当社は、ドコモの学割 2018 の適⽤に係る申出があったときは、その申出を⾏ったＸｉ契約者に係るＸｉが、そのＸｉ契約の締結と同
時に、次の(1)から(3)、⼜は、(1)、(2)及び(4)に定める条件を満たしていることを当社が確認した場合に限り、その申出を承諾します。 
(1) 基本使⽤料の料⾦種別が総合利⽤プランであること。 
(2) sp モード機能の提供を受けていること。 
(3) データ定額パック（料⾦表第１表第３（通信料）の１の(8)の２に規定するものをいい、ファミリーシングルパック⼜はファミリーシェア

パックに限ります。以下この附則において同じとします。）を選択すること。 
(4) 共有対象回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。以下この附則において同じと

します。）となる場合であって、その共有回線群（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいま
す。以下この附則において同じとします。）に係る共有代表回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定す
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るものをいいます。以下この附則において同じとします。）の契約者がデータ定額パックを選択していること。 
９ 当社は、ドコモの学割 2018 の適⽤を受けているＸｉについて、次のいずれかに該当する場合には、ドコモの学割 2018 の適⽤を廃⽌し

ます。 
(1) 基本使⽤料の料⾦種別が総合利⽤プラン以外となったとき。 
(2) データ定額パックの廃⽌があったとき。 
(3) そのＸｉが共有対象回線である場合であって、そのデータ定額共有の廃⽌があったとき（そのデータ定額共有の廃⽌と同時にデータ

定額パックを選択する場合を除きます。）。 
(4) ⾝体障がい者等割引の廃⽌があったとき。 
(5) Ｘｉの電話番号保管があったとき。 
(7) 契約の解除（当社が別に定めるものを除きます。）があったとき。 
(8) sp モード機能の廃⽌があったとき。 
(9) docomo with の適⽤を受けたことを当社が確認したとき。 

10 当社は、ドコモの学割 2018 を廃⽌したときは、その廃⽌⽇を含む暦⽉の前暦⽉までの基本使⽤料等についてドコモの学割 2018 の適
⽤対象とします。 

11 ドコモの学割 2018 の適⽤を受けているときは、その適⽤を受けている暦⽉の基本使⽤料について、ドコモの学割 2017（経企第 1522
号（平成 29 年１⽉ 18 ⽇）の附則第 2 項に規定するものをいいます。）、シニア特割キャンペーン（経企第 1583 号（平成 29 年 1
⽉ 27 ⽇）の附則第 4 項に規定するものをいいます。）、シニアはじめてスマホ割キャンペーン（経企第 94 号（平成 27 年４⽉ 16 ⽇）
の附則第３項に規定するものをいいます。）及びシニアはじめてスマホ割キャンペーン 2（経企第 262 号（平成 29 年 5 ⽉ 25 ⽇）の
附則第 3 項に規定するものをいいます。）に規定する減額を適⽤しません。 
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 Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 
第１章〜第 14 章 （略） 

 
料⾦表 

通則 （略） 

 

第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
第１ 基本使⽤料 

１ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の適 ⽤ 

(1)〜(4) （略） （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第１章〜第 14 章 （略） 

 
料⾦表 

通則 （略） 

 

第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
第１ 基本使⽤料 

１ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の適 ⽤ 

(1)〜(4) （略） （略） 

(4)の２ Ｕ25 応援割
の適⽤ 

ア Ｕ25 応援割（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、基本使⽤料の料⾦種別が第
２種契約に係る総合利⽤プランの基本使⽤料について、ＦＯＭＡ契約者からの選択により次表
に規定する額の割引を⾏うことをいいます。 

基本使⽤料の割引額（⽉額） 

５００円 

イ 本割引の選択に係る申出を⾏うことができる者は、総合利⽤プラン及び第３（通信料）の１の
(7)の３に規定するデータ定額パック（ビジネスシェアパックを除きます。以下この欄において同じと
します。）を選択しているＦＯＭＡ契約者であって、次のいずれかに該当する者に限ります。 
(ア) 満26歳に満たない者であって、第２種⼀般契約⼜は第２種定期契約を締結している者。 
(イ) 利⽤者（満 26 歳に満たない者に限ります。以下この欄において同じとします。）のために本

割引を選択することに同意を得ている者（利⽤者との関係が親⼦その他当社が別に定める基
準に適合する者に限ります。）であって、第２種⼀般契約⼜は第２種定期契約を締結して
いる者。 

ウ イの規定により本割引を選択するときは、次のいずれかに該当する１の利⽤者を指定し、第 88
条の４（利⽤者登録）に規定する利⽤者登録を⾏っていただきます。 
(ア) イの(ア)の申出に係る利⽤者は、同号の規定によりその申出をする者。 
(イ) イの(イ)の申出に係る利⽤者は、その申出をする者との関係が親⼦その他当社が別に定め

る基準に適合する者。 
エ 当社は、イに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、その申出を承

諾します。 
(ア) その申出に係る利⽤者が、現に他のＸｉ⼜はＦＯＭＡにおいて、本割引に係る登録利⽤

者として指定されているとき。 
(イ) その申出に係る利⽤者が、タイプシンプルに係る基本使⽤料の減額適⽤（この約款に規定

するものをいいます。）若しくはＸｉ応援学割 2012（Ｘｉサービス契約約款に規定するもの
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２ 料⾦額 （略） 

 
第２ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

をいいます。）、ＦＯＭＡ応援学割 2012（この約款に規定するものをいいます。）に係る対
象者、Ｘｉ応援学割2013（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）、ＦＯＭ
Ａ応援学割 2013（この約款に規定するものをいいます。）、Ｘｉ応援学割 2014（Ｘｉ
サービス契約約款に規定するものをいいます。）、ＦＯＭＡ応援学割 2014（この約款に規
定するものをいいます。）、キッズ割２（この約款に規定するものをいいます。）、キッズ割３
（この約款に規定するものをいいます。）若しくはキッズ割４（この約款に規定するものをいい
ます。）に係る利⽤者⼜はドコモへスイッチ学割（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをい
います。）に係る登録利⽤者として指定されているとき。 

(ウ) その他当社の業務の遂⾏上⽀障があるとき。 
オ 本割引の適⽤は、ウに規定する申出を当社が承諾した⽇を含む歴⽉からとします。 
カ 本割引を選択しているＦＯＭＡ契約者は、本割引の適⽤を受けるＦＯＭＡの変更をするとき

は、当社に申し出ていただきます。この場合において、当社はエの規定に準じて取り扱います。 
キ 当社は本割引の適⽤を受けているＦＯＭＡについて、ＦＯＭＡ契約者から本割引の適⽤を廃

⽌する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、本割引の適⽤を廃⽌しま
す。 
(ア) ＦＯＭＡ契約に係る名義変更⼜は登録利⽤者の変更があったとき。 
(イ) ＦＯＭＡ契約の解除があったとき（当社が別に定めるときを除きます。）。 
(ウ) 電話番号保管があったとき。 
(エ) イ⼜はウの規定に該当しないことが判明したとき。 
(オ) エの規定に該当することが判明したとき。 

ク 本割引の適⽤を廃⽌する場合は、その廃⽌⽇を含む暦⽉の末⽇までの総合利⽤プランの基本
使⽤料を割引の対象とします。 

ケ (1)のノ⼜は(1)の２のカの規定により基本使⽤料を⽇割するときは、割引額を⽇割して適⽤しま
す。 

(5)〜(8) （略） （略） 

 
２ 料⾦額 （略） 

 
第２ （略） 
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第３ 通信料  

１ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の適 ⽤ 

(1)〜(7)の２ （略） （略） 

(7)の３ 第２種契約
に係るパケット通信モ
ードに係る定額通信
料の適⽤等 

ア〜キ （略） 
 
 
 
 
 
ク （略） 
ケ クの規定によるほか、データ定額パックを選択している契約者は、当社が別に定める⽅法により、そのデー

タ定額パックに係る各料⾦⽉の定額上限データ量を当社が定める⽅法により増加する申出を⾏うことが
できます。この場合において、当社はその申出があった⽇から、当該料⾦⽉における定額上限データ量に
ついて、増加の申出があったデータ量（以下この欄及び(7)の４において「追加データ量」といいます。）を
加算した後の定額上限データ量を適⽤します。 

コ ケに規定する申出を⾏う契約者が未成年であるときは、その契約者の親権者⼜は後⾒⼈の同意が必要
となる場合があります。 

サ 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＦＯＭＡの累計課⾦対象データ量が、その契約者が選
択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量（当該契約約款の規定により加算された１ＧＢの
合計のデータ量（以下この欄及び(7)の４において「付与データ量」といいます。）、指定追加データ量、
追加データ量⼜はタ若しくはチの規定により繰越データ量があるときは、その定額上限データ量にその付与
データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量とします。）を超
えたことを当社が確認した時刻から当該料⾦⽉の翌料⾦⽉の初⽇の当社が定める時刻までの間（ケに
規定する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、そのＦＯＭＡの契約者回線との間
のデータ通信モードによる通信を 128k 通信モードによる通信とする取扱い（以下この欄及び(7)の４に
おいて「128k 通信」といいます。）を適⽤します。 

シ サの規定により 128k 通信の適⽤を受けているＦＯＭＡが⾏った通信に係る課⾦対象データについて
は、第 61 条（通信時間等の測定等）の規定にかかわらず、課⾦対象データ量の測定から除きます。 

ス 当社は、データ定額パックを選択している契約者からク⼜はケに規定する申出があった場合であって、当
該料⾦⽉における累計課⾦対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量（付与デー
タ量⼜はタ若しくはチの規定により繰越データ量があるときは、その定額上限データ量にその付与データ量
及び繰越データ量を加算した後のデータ量とします。）を超えるときは、その定額上限データ量を超える部
分の課⾦対象データ量（サの規定により 128k 通信の適⽤を受けている課⾦対象データ量を除きま
す。）について、次表に規定する額を適⽤します。 

表 （略） 
セ ア⼜はトに規定する定額通信料については⽇割しません。 

ただし、ＦＯＭＡを利⽤することができない期間があった場合の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本
使⽤料の取扱いに準ずるものとします。 

ソ セの規定にかかわらず、料⾦⽉の初⽇以外にＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サービス
に係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があったと
きは、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、その選択が
あった⽇から当該料⾦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 

 
第３ 通信料  

１ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の適 ⽤ 

(1)〜(7)の２ （略） （略） 

(7)の３ 第２種契約
に係るパケット通信
モードに係る定額通
信料の適⽤等 

ア〜キ （略） 
ク 当社は、データ定額パックを選択している契約者に係るＦＯＭＡが、第１（基本使⽤料）の(4)の２

に規定するＵ25 応援割の適⽤を受けているときは、その適⽤を受ける料⾦⽉の初⽇（Ｕ25 応援割の
選択に係る申出の承諾を受けた⽇を含む料⾦⽉については、その承諾を受けた⽇）において、契約者
が選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量⼜は指定定額上限データ量（ケに規定するも
のをいいます。）に、１ＧＢを加算します。 

ケ （略） 
コ ケの規定によるほか、データ定額パックを選択している契約者は、当社が別に定める⽅法により、そのデー

タ定額パックに係る各料⾦⽉の定額上限データ量を当社が定める⽅法により増加する申出を⾏うことが
できます。この場合において、当社はその申出があった⽇から、当該料⾦⽉における定額上限データ量に
ついて、増加の申出があったデータ量（以下この欄及び(7)の４において「追加データ量」といいます。）
を加算した後の定額上限データ量を適⽤します。 

サ コに規定する申出を⾏う契約者が未成年であるときは、その契約者の親権者⼜は後⾒⼈の同意が必
要となる場合があります。 

シ 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＦＯＭＡの累計課⾦対象データ量が、その契約者が選
択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量（ク、(7)の４のソ若しくは当該契約約款の規定に
より加算された１ＧＢの合計のデータ量（以下この欄及び(7)の４において「付与データ量」といいま
す。）、指定追加データ量、追加データ量⼜はチ若しくはツの規定により繰越データ量があるときは、その
定額上限データ量にその付与データ量、指定追加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算した
後のデータ量とします。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料⾦⽉の翌料⾦⽉の初⽇の当社
が定める時刻までの間（コに規定する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、そのＦ
ＯＭＡの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信を 128k 通信モードによる通信とする取扱い
（以下この欄及び(7)の４において「128k 通信」といいます。）を適⽤します。 

ス シの規定により 128k 通信の適⽤を受けているＦＯＭＡが⾏った通信に係る課⾦対象データについて
は、第 61 条（通信時間等の測定等）の規定にかかわらず、課⾦対象データ量の測定から除きます。 

セ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からケ⼜はコに規定する申出があった場合であって、当
該料⾦⽉における累計課⾦対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量（付与デー
タ量⼜はチ若しくはツの規定により繰越データ量があるときは、その定額上限データ量にその付与データ量
及び繰越データ量を加算した後のデータ量とします。）を超えるときは、その定額上限データ量を超える
部分の課⾦対象データ量（シの規定により 128k 通信の適⽤を受けている課⾦対象データ量を除きま
す。）について、次表に規定する額を適⽤します。 

表 （略） 
ソ ア⼜はナに規定する定額通信料については⽇割しません。 

ただし、ＦＯＭＡを利⽤することができない期間があった場合の取扱いについては、ＦＯＭＡの基
本使⽤料の取扱いに準ずるものとします。 

タ ソの規定にかかわらず、料⾦⽉の初⽇以外にＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サービ
スに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があ
ったときは、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、そ
の選択があった⽇から当該料⾦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 
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   ただし、当該料⾦⽉の末⽇までにそのデータ定額パックの廃⽌若しくは区分の変更⼜は(7)の４に規定す
る共有代表回線の変更があったときはこの限りでありません。 

タ 当社は、データ定額パック（データＳパック（⼩容量）を除きます。）の適⽤を受けているＦＯＭＡに係
る当該料⾦⽉における累計課⾦対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量に満たな
いときは、その定額上限データ量からその累計課⾦対象データ量を差し引いたデータ量（１ＧＢに満たな
い部分を除きます。）を繰越データ量としてサ及びスの規定を適⽤します。 

   ただし、その翌料⾦⽉においてデータ定額パックに係る区分の変更があったとき⼜は当該料⾦⽉若しくは
翌料⾦⽉において(7)の４に規定するデータ定額共有の選択若しくは廃⽌があったときは、この限りでありま
せん。 

チ 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＦＯＭＡに係る当該料⾦⽉における累計課⾦対象データ
量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量に付与データ量及び繰越データ量を加算した後のデ
ータ量を超える場合であって、その定額上限データ量に付与データ量、指定追加データ量（セに規定する
定額通信料の適⽤を受ける部分に限ります。）、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ
量（以下この欄において「加算後データ量」といいます。）に満たないときは、加算後データ量からその累計
課⾦対象データ量を差し引いたデータ量を繰越データ量としてサ及びスの規定を適⽤します。 

ツ〜テ （略） 
ト 契約者は、テに規定する申出を⾏った場合は、次表に定める定額通信料の⽀払いを要します。 
表 （略） 

(7)の４ データ通信モ
ードの定額通信料に
係るデータ定額共有 

ア〜セ （略） 
 
 
 
ソ 当社は、共有回線群に係る累計課⾦対象データ量と共有対象回線に係る累計課⾦対象データ量の

合計が、共有代表回線が選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量⼜は指定定額上限デ
ータ量（当該契約約款に規定する付加データ量を加算する取扱いの適⽤を受けているとき⼜は(7)の３
の規定により繰越データ量の適⽤を受けているときは、その定額上限データ量⼜は指定定額上限データ
量に付加データ量及び繰越データ量を加算したデータ量とします。）を超えたときは、当社がそのことを確
認した時刻から当該料⾦⽉の翌料⾦⽉の初⽇の当社が定める時刻までの間（(7)の３のケの規定によ
り１ＧＢ加算オプションの申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、その共有回線群を
構成する共有代表回線及び共有対象回線について、128k 通信を適⽤します。 

 
タ〜チ （略） 
ツ データ定額共有における(7)の３のク⼜は(7)の３のケに規定する申出は、共有代表回線に係る契約者

に限り⾏うことができます。 
   ただし、(7)の３のケに規定する申出は、共有代表回線に係る契約者があらかじめ同意している場合に

限り、共有対象回線（ＦＯＭＡユビキタス⼜はＸｉユビキタスに係るものを除きます。）に係る契約者
から⾏うことができます。この場合において、その申出を⾏う契約者が未成年であるときは、その契約者の
親権者⼜は後⾒⼈の同意が必要となる場合があります。 

テ 当社は、データ定額パックを選択している契約者か(7)の３のク⼜は(7)の３のケに規定する申出があっ
た場合であって、当該料⾦⽉における共有回線群に係る累計課⾦対象データ量が、そのデータ定額パッ
クに係る定額上限データ量を超えるときは、その定額上限データ量を超える部分の課⾦対象データ量
（128k 通信の適⽤を受けている課⾦対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額を適⽤
します。 

表 （略） 
ト 当社は、共有回線群に属するＦＯＭＡに係る契約者からデータ定額共有を廃⽌する申出があった場

合のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃⽌します。この場合において、その廃
⽌のあったＦＯＭＡが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回線を指定し
ていいただきます。 

   ただし、当該料⾦⽉の末⽇までにそのデータ定額パックの廃⽌若しくは区分の変更⼜は(7)の４に規
定する共有代表回線の変更があったときはこの限りでありません。 

チ 当社は、データ定額パック（データＳパック（⼩容量）を除きます。）の適⽤を受けているＦＯＭＡに
係る当該料⾦⽉における累計課⾦対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量に
満たないときは、その定額上限データ量からその累計課⾦対象データ量を差し引いたデータ量（１ＧＢ
に満たない部分を除きます。）を繰越データ量としてシ及びセの規定を適⽤します。 

   ただし、その翌料⾦⽉においてデータ定額パックに係る区分の変更があったとき⼜は当該料⾦⽉若しく
は翌料⾦⽉において(7)の４に規定するデータ定額共有の選択若しくは廃⽌があったときは、この限りで
ありません。 

ツ 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＦＯＭＡに係る当該料⾦⽉における累計課⾦対象デー
タ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量に付与データ量及び繰越データ量を加算した後
のデータ量を超える場合であって、その定額上限データ量に付与データ量、指定追加データ量（セに規
定する定額通信料の適⽤を受ける部分に限ります。）、追加データ量及び繰越データ量を加算した後
のデータ量（以下この欄において「加算後データ量」といいます。）に満たないときは、加算後データ量か
らその累計課⾦対象データ量を差し引いたデータ量を繰越データ量としてシ及びセの規定を適⽤します。 

テ〜ト （略） 
ナ 契約者は、トに規定する申出を⾏った場合は、次表に定める定額通信料の⽀払いを要します。 
表 （略） 

(7)の４ データ通信モ
ードの定額通信料に
係るデータ定額共有 

ア〜セ （略） 
ソ 当社は、第１（基本使⽤料）の(4)の２に規定するＵ25 応援割の適⽤を受けているＦＯＭＡ

が、オに規定する共有対象回線であるときは、共有回線群に係る定額データパックに関する定額上限
値に、１ＧＢを加算します。 

タ 当社は、共有回線群に係る累計課⾦対象データ量と共有対象回線に係る累計課⾦対象データ量
の合計が、共有代表回線が選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量⼜は指定定額上
限データ量（(7)の３のク若しくは当該契約約款に規定する付加データ量を加算する取扱いの適⽤を
受けているとき⼜は(7)の３の規定により繰越データ量の適⽤を受けているときは、その定額上限データ
量⼜は指定定額上限データ量に付加データ量及び繰越データ量を加算したデータ量とします。）を超
えたときは、当社がそのことを確認した時刻から当該料⾦⽉の翌料⾦⽉の初⽇の当社が定める時刻ま
での間（(7)の３のコの規定により１ＧＢ加算オプションの申出があったときは、そのことを当社が確認
するまでの間）、その共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線について、128k 通
信を適⽤します。 

チ〜ツ （略） 
テ データ定額共有における(7)の３のケ⼜は(7)の３のコに規定する申出は、共有代表回線に係る契

約者に限り⾏うことができます。 
   ただし、(7)の３のコに規定する申出は、共有代表回線に係る契約者があらかじめ同意している場

合に限り、共有対象回線（ＦＯＭＡユビキタス⼜はＸｉユビキタスに係るものを除きます。）に係る
契約者から⾏うことができます。この場合において、その申出を⾏う契約者が未成年であるときは、その
契約者の親権者⼜は後⾒⼈の同意が必要となる場合があります。 

ト 当社は、データ定額パックを選択している契約者か(7)の３のケ⼜は(7)の３のコに規定する申出があ
った場合であって、当該料⾦⽉における共有回線群に係る累計課⾦対象データ量が、そのデータ定額
パックに係る定額上限データ量を超えるときは、その定額上限データ量を超える部分の課⾦対象データ
量（128k 通信の適⽤を受けている課⾦対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額を
適⽤します。 

表 （略） 
ナ 当社は、共有回線群に属するＦＯＭＡに係る契約者からデータ定額共有を廃⽌する申出があった

場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃⽌します。この場合において、そ
の廃⽌のあったＦＯＭＡが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回線を
指定していいただきます。 
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(ア)〜(イ) （略） 
(ウ) ヌの(ウ)、ネの(ウ)⼜はノの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 
(エ) （略） 

ナ トの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属する共
有対象回線とのデータ定額共有を廃⽌します。この場合において、共有代表回線に係る契約者は、その
データ定額共有の廃⽌に係る紛議が⽣じたときは、当事者間において問題を解決していただきます。 

 
ニ トの規定により廃⽌のあったＦＯＭＡ⼜はＦＯＭＡユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃⽌

があった⽇を含む料⾦⽉までデータ定額共有の対象とし、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉
から(7)の３のウ、カ⼜はキの規定により選択したシングルパック等を適⽤します。 

   ただし、その廃⽌があった⽇からその廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の末⽇までの間にデータ定額パックに
係る区分の変更⼜はデータ定額パックの廃⽌があったときは、この限りでありません。 

ヌ ウからニの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ネ ウからニの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ノ ウからニの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(イ) （略） 

ハ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回線及びその契約者が指定する
共有対象回線（Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡユビキタス及び限定利⽤プランに係るものを除きます。）の
数に応じて、(7)の３のア、ス及びト並びに本欄のサ（指定された共有対象回線に係るものに限りま
す。）及びシの規定により適⽤する定額通信料（(7)の５に規定するデータ定額パックに係る定額通信
料の⽉極割引の適⽤⼜は(7)の６に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の割引の適⽤を受け
ているときは、その割引を適⽤した後の額）並びにテの規定により適⽤するＦＯＭＡデータ通信料の合
算額に係る債務を、当社が定める⽅法により均等に分割して、共有代表回線及び指定された共有対象
回線に請求（以下この欄において「分割請求」といいます。）します。 

ヒ ハに規定するほか、分割請求の適⽤は次の(ア)から(キ)に定めるところによります。 
(ア)〜(キ) （略） 
 

(7) の ５ 〜 (25) 
（略） 

 （略） 

２ 料⾦額 （略） 
 

第４〜第５ （略） 
 

第６ ユニバーサルサービス料 
１ （略） 
２ 料⾦額 

区   分 単  位 料 ⾦ 額（⽉額） 
ユニバーサルサービス料 基本額 １契約ごとに 税抜額２円(税込額２.16 円) 

加算額 １追加番号ごとに 税抜額２円(税込額２.16 円) 
（注） （略） 
 

第７ （略） 
 

(ア)〜(イ) （略） 
(ウ) ネの(ウ)、ノの(ウ)⼜はハの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 
(エ) （略） 

ニ ナの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属する
共有対象回線とのデータ定額共有を廃⽌します。この場合において、共有代表回線に係る契約者
は、そのデータ定額共有の廃⽌に係る紛議が⽣じたときは、当事者間において問題を解決していただき
ます。 

ヌ ナの規定により廃⽌のあったＦＯＭＡ⼜はＦＯＭＡユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃
⽌があった⽇を含む料⾦⽉までデータ定額共有の対象とし、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の翌料
⾦⽉から(7)の３のウ、カ⼜はキの規定により選択したシングルパック等を適⽤します。 

 ただし、その廃⽌があった⽇からその廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の末⽇までの間にデータ定額パックに
係る区分の変更⼜はデータ定額パックの廃⽌があったときは、この限りでありません。 

ネ ウからヌの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ノ ウからヌの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ハ ウからヌの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(イ) （略） 

ヒ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回線及びその契約者が指定する
共有対象回線（Ｘｉユビキタス・ＦＯＭＡユビキタス及び限定利⽤プランに係るものを除きます。）
の数に応じて、(8)の２のア、セ及びナ並びに本欄のサ（指定された共有対象回線に係るものに限りま
す。）及びシの規定により適⽤する定額通信料（(8)の４に規定するデータ定額パックに係る定額通
信料の⽉極割引の適⽤⼜は(9)に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の割引の適⽤を受け
ているときは、その割引を適⽤した後の額）並びにテの規定により適⽤するＦＯＭＡデータ通信料の
合算額に係る債務を、当社が定める⽅法により均等に分割して、共有代表回線及び指定された共有
対象回線に請求（以下この欄において「分割請求」といいます。）します。 

フ ヒに規定するほか、分割請求の適⽤は次の(ア)から(キ)に定めるところによります。 
(ア)〜(キ) （略） 
 

(7) の ５ 〜 (25) 
（略） 

（略） 

２ 料⾦額 （略） 
 

第４〜第５ （略） 
 

第６ ユニバーサルサービス料 
１ （略） 
２ 料⾦額 

区   分 単  位 料 ⾦ 額（⽉額） 
ユニバーサルサービス料 基本額 １契約ごとに 税抜額３円(税込額 3.24 円) 

加算額 １追加番号ごとに 税抜額３円(税込額 3.24 円) 
（注） （略） 
 

第７ （略） 
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第２表〜第６表 （略） 

 
別表１〜別表８ （略） 

 
別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通
話モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電
気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

フィリピン共和国 
 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Digitel Mobile Philippines, 
Inc. 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 
第２表〜第６表 （略） 
 
別表１〜別表８ （略） 

 
別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分
(通話モード⼜は64kb/sデジタル通信モードにより国際アウトローミング
に係る電気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグル
ープ 

通話モード 64kb/s デジタ
ル通信モード データ通信モード ショートメッセー

ジ通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

フィリピン共和国 
 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Digital Telecommunications 
Philippines,Inc. 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 
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オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

マケドニア旧ユー
ゴスラビア共和国 

one.Vip DOOEL Skopje 
（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） 略） 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 30 年２⽉ 28 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 
提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 
 

２ （略） 

 
別表 10 （略） 

 
 
 
 
 
 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

マケドニア旧ユーゴ
スラビア共和国 

one.Vip DOO Skopje 
（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 30 年１⽉ 31 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 
提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 

 

２ （略） 

 
別表 10 （略） 

 
 
 
 
 
 



8 
 

 
附 則（平成 29 年 12 ⽉ 19 ⽇経企第 2149 号） 

（実施期⽇） 
１ この改正規定は平成 29 年 12 ⽉ 27 ⽇から実施します。 
  ただし、この改正規定中、ユニバーサル料に係る部分及び国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者に関するに関する部分につ

いては平成 30 年１⽉１⽇から実施します。 
（料⾦の⽀払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に、⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおりと
します。 
（Ｕ25 応援割に関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているＵ25応援割（基本使⽤料の料⾦種別が第２種契約に係る総合利
⽤プランの基本使⽤料について、ＦＯＭＡ契約者の選択により次の(1)に規定する額を割引する取扱いをいいます。以下この附則におい
て同じとします。）の料⾦その他の提供条件は、次のとおりとします。 
(1) Ｕ25 応援割（以下、この附則において「本割引」といいます。）に関する基本使⽤料の割引額については、次表のとおりとします。 

基本使⽤料の割引額（⽉額） 

５００円 

(2) 当社は、データ定額パックを選択している契約者に係るＦＯＭＡ⼜は共有対象回線であるＦＯＭＡが、本割引の適⽤を受けている
ときは、その適⽤を受ける料⾦⽉の初⽇（Ｕ25 応援割の選択に係る申出の承諾を受けた⽇を含む料⾦⽉については、その承諾を受
けた⽇）において、契約者⼜は共有代表回線に係る契約者が選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量に、１ＧＢを加
算します。 

(3) 当社は本割引の適⽤を受けているＦＯＭＡについて、ＦＯＭＡ契約者から本割引の適⽤を廃⽌する申出があった場合のほか、次
のいずれかに該当する場合には、本割引の適⽤を廃⽌します。 
(ア) 第２種契約に係る総合利⽤プラン及び第３（通信料）の１の(7)の３に規定するデータ定額パック（ビジネスシェアパックを除き

ます。以下この欄において同じとします。）以外を選択したとき。 
(イ) ＦＯＭＡ契約に係る名義変更⼜は第 88 条の４（利⽤者登録）に規定する登録利⽤者の変更（当社が別に定めるときを除

きます。）があったとき。 
(ウ) ＦＯＭＡ契約の解除があったとき（当社が別に定めるときを除きます。）。 
(エ) 電話番号保管があったとき。 
(オ) 契約者⼜は登録利⽤者が満 25 歳を超えたとき。 
(カ) その他従前の提供条件を満たさないことを当社が確認したとき。 

(4) 本割引の適⽤を廃⽌する場合は、その廃⽌⽇を含む暦⽉の末⽇までの総合利⽤プランの基本使⽤料を割引の対象とします。 
(5) 料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)のノ⼜は(1)の２のカの規定により基本使⽤料を⽇割するときは、割引額

を⽇割して適⽤します。 
(6) (1)から(5)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

 
 

 

 



ワ イ ド ス タ ー 通 信 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 
 第１章〜第 13 章 （略） 
 

料⾦表 
 

通則 （略） 
 

第１表 料⾦（無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 

第１〜第４ （略） 
 

第５ ユニバーサルサービス料 
区    分 単  位 料  ⾦  額（⽉額） 
ユニバーサルサービス料 １契約ごとに 税抜額 ２円(税込額２.16 円) 

 
第６ （略） 

 
第２表〜第５表 （略） 

 
別表 （略） 

 
附 則（平成 29 年 12 ⽉ 19 ⽇経企第 2149 号） 

（実施期⽇） 
 １ この改正規定は、平成 30 年１⽉１⽇から実施します。 
  （経過措置） 
 ２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料⾦その他の債務については、なお従前の

とおりとします。 
 

 
 第１章〜第 13 章 （略） 
 

料⾦表 
 

通則 （略） 
 

第１表 料⾦（無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 

第１〜第４ （略） 
 

第５ ユニバーサルサービス料 
区    分 単  位 料  ⾦  額（⽉額） 
ユニバーサルサービス料 １契約ごとに 税抜額 ３円(税込額３.24 円) 

 
 

第６ （略） 
 
第２表〜第５表 （略） 

 
別表 （略） 

 
 

 



1 
 

無 線 Ｉ Ｐ 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 

第１章〜第 11 章 （略）  
 
料⾦表  
通則 （略） 
  
別表１〜別表 4 （略） 

 
別表 5 国際無線ＩＰに係る外国の電気通信事業者等 

事 業 者 名 

 

Boingo Wireless, Inc 

 

China Mobile Communications Corporation 

Chunghwa Telecom Co.,Ltd., 

Far EasTone Telecommunications Co., Ltd 

Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited 

KT Corporation 

Real Future Company Limited 

Y5ZONE Limited 

 
附 則（平成 29 年 12 ⽉ 19 ⽇経企第 2149 号） 

この改正規定は平成 30 年１⽉１⽇から実施します。 

 
第１章〜第 11 章 （略）  

 
料⾦表 
通則 （略） 
 
別表１〜別表 4 （略） 

 
別表 5 国際無線ＩＰに係る外国の電気通信事業者等 

事 業 者 名 

AT&T Mobility LLC 

Boingo Wireless, Inc 

British Telecommunications plc 

China Mobile Communications Corporation 

Chunghwa Telecom Co.,Ltd., 

Far EasTone Telecommunications Co., Ltd 

Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited 

KT Corporation 

Real Future Company Limited 

Y5ZONE Limited 

 
 

 

 



専 ⽤ 回 線 等 接 続 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 

第１章〜第 13 章 （略） 
 

料⾦表 
通則 （略） 
 
第１表 
 

第１〜第４ （略） 
 
第５ ユニバーサルサービス料 
 １ （略） 
 ２ 料⾦額 

料 ⾦ 種 別 単  位 料 ⾦ 額（⽉額） 
ユニバーサルサービス料 基本額 １契約ごとに 税抜額２円(税込額２.16 円) 
 加算額 １着信課⾦番号ごとに 税抜額２円(税込額２.16 円) 
  １センタ側課⾦番号ごとに 税抜額２円(税込額２.16 円) 
  １ＩＰ電話番号ごとに 税抜額２円(税込額２.16 円) 
  １ＧＷ接続⽤ＩＰ電話番号ごとに 税抜額２円(税込額２.16 円) 

（注） （略） 
 

 第２表〜第３表 （略） 
 
 別表 （略） 

 
附 則（平成 29 年 12 ⽉ 19 ⽇経企第 2149 号） 
（実施期⽇） 

 １ この改正規定は、平成 30 年１⽉１⽇から実施します。 
  （経過措置） 
 ２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかった専⽤回線等接続サービスの料⾦その他の債務については、なお従前

のとおりとします。 
 

 
第１章〜第 13 章 （略） 

 
料⾦表 
通則 （略） 
 
第１表 
 

第１〜第４ （略） 
 
第５ ユニバーサルサービス料 
 １ （略） 
 ２ 料⾦額 

料 ⾦ 種 別 単  位 料 ⾦ 額（⽉額） 
ユニバーサルサービス料 基本額 １契約ごとに 税抜額３円(税込額 3.24 円) 
 加算額 １着信課⾦番号ごとに 税抜額３円(税込額 3.24 円) 
  １センタ側課⾦番号ごとに 税抜額３円(税込額 3.24 円) 
  １ＩＰ電話番号ごとに 税抜額３円(税込額 3.24 円) 
  １ＧＷ接続⽤ＩＰ電話番号ごとに 税抜額３円(税込額 3.24 円) 

（注） （略） 
 

 第２表〜第３表 （略） 
 
 別表 （略） 
 
 

 



⾳ 声 利 ⽤ I P 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 

第１章〜第 15 章 （略） 
 

料⾦表 
通則 （略） 
第１表 料⾦ 

第１〜第５ （略） 
第２表〜第５表 （略） 
第６ ユニバーサルサービス料 

１ （略） 
２ 料⾦額 

区     分 単  位 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 
ユニバーサルサービス料 基本額 １契約ごとに 税抜額２円 

(税込額２.16 円) 
 加算額 １追加番号ごとに 税抜額２円 

(税込額２.16 円) 
（注） （略） 

 
別表１〜別表６ （略） 

 
附 則（平成 29 年 12 ⽉ 19 ⽇経企第 2149 号） 
（実施期⽇） 

 １ この改正規定は、平成 30 年１⽉１⽇から実施します。 
  （経過措置） 
 ２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかった⾳声利⽤ＩＰ通信網サービスの料⾦その他の債務については、なお

従前のとおりとします。 
 

 
第１章〜第 15 章 （略） 
 

料⾦表 
通則 （略） 
第１表 料⾦ 

第１〜第５ （略） 
第２表〜第５表 （略） 
第６ ユニバーサルサービス料 

１ （略） 
２ 料⾦額 

区     分 単  位 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 
ユニバーサルサービス料 基本額 １契約ごとに 税抜額３円 

(税込額 3.24 円) 
 加算額 １追加番号ごとに 税抜額３円 

(税込額 3.24 円) 
（注） （略） 

 
別表１〜別表６ （略） 
 

 


